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経営相談会
経営のお悩みはありませんか？

滋賀県よろず支援拠点 出張相談会

滋賀県よろず支援拠点
専門相談員

相談員

多様な分野に精通した専門家が在籍し、経営上の悩み

に親身に耳を傾け、抱えている悩みの本質的な課題を

明確化するとともに、適切な解決策を提案します。

事業計画書は

どうやって作成す

る？

売上を

大きくしたい！

販路拡大で

使える補助金は

ある？

こんなお悩みありませんか？

相談会の概要

アドバイス内容の一例

中小企業・小規模事業者に類する方、創業予

定の方の売上拡大や経営改善など、経営上

のあらゆるお悩みの相談に対応します。

・起業・創業に関すること

・経営戦略・ビジネスモデルデザイン

・商品企画・開発支援

・新規事業開発支援

・マーケティング

・補助金活用

申し込みは裏面をご覧ください。
問い合わせ 米原市役所経済環境部産業政策課

TEL：0749-53-5146

協力機関 滋賀県よろず支援拠点（滋賀県産業支援プラザ内）

TEL：077-511-1425

毎月第３火曜日 13:00〜16:30 米原市役所本庁舎

時 間 会 場開催日



相談会参加申込書 

フリガナ 
  

相談者氏名 

 氏名 

 

 

法人名または屋号 

  

歳  

住所 

 〒 

連絡先 

 TEL 携帯電話  

 Mail  

相談希望日 

※希望日に☑をしてください 

□ ４月２１日  □ ５月１９日  □ ６月１６日  □ ７月２１日  

□ ８月１８日  □ ９月１５日  □１０月２０日  □１１月１７日  

□１２月１５日  □ １月１９日  □ ２月１６日  □ ３月１６日  

相談希望時間 

※希望時間に☑をしてください 

 □１３時から１４時   □１４時１５分から１５時１５分 

 □１５時３０分から１６時３０分   

相談テーマ 

※希望テーマに☑をしてください 

 □経営改善 □事業承継 □資金繰り □事業計画 □財務関係 □起業・創業 

 □販路開拓 □ＩＴ活用 □店舗集客 □商品開発 □広告制作 □現場改善     

 □ブランディング □マーケティング □人材育成 □その他（       ）  

相談したい内容 

  

どこでこの相談会 

を知りましたか 

※該当項目に☑をしてください 

 □米原市公式ホームページ  □チラシ  □商工会からの案内  

 □銀行等からの案内 

 □その他（                               ） 

注意事項 
 相談会の時間をより効果的なものにするため、相談テーマを事前にお伺いすることがございます。  

 予約状況により新規申込者の方を優先する場合がございます。 

 相談会は基本的に１対１による面談を想定しています。 

申込先：米原市経済環境部産業政策課 まで 
TEL:0749-53-5146  FAX：0749-53-5139  Mai l：syoko@c i ty .ma ibara . lg . jp  

各相談日の申込期限は、相談日の1週間前になります。 

           フォームでの申込みはコチラ 


